
令和 2年 5月 29日
厚生労働大臣 殿

機関名 国立大学法

所属研究機関長 職 名 学 長

氏  名

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反

ては以下のとおりです。

大学

.、 [ :

1.研究事業名 政策科学総合研究壺:業 (政策科学推進』:究事業)

2.研究課題名 型奎塾髪i立壁生主旦_登征政二_望墾≧1」:壁蔓:聾生
`■

i菫:塵:壁L上望と丞二空]望:当i量三亜國主_亘窒幽豊金皇

診察の実態調査及び虐待による乳幼児頭 の立証に関する研究

3.研究者名 (所属部局・職名)大 学院医歯学給 非常勤講師

(氏名・ フリガナ ) 山 田 不 子  (ヤマダ フジコ)

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記 入 (※ 1,

審査済み   審査 した機関 未審査 r※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ 口 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ 匡 □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3, ■   □ ■ 東京医科歯科大学 医学部 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等

の実施に関する基本指針
□   ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ □

1) が当該研究 る に た り

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」 :こ チェックすること.

その他 (特記事項)

んでいる場合は、 」にチェッ

(※ 未審査:こ場合は、 の 理 ること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目l〔 記入すること,

5.厚生労働分野の研究活動 における不正行為への対応 につ いて

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 回

6.利益相反の管理

該当するEにチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無
=(無

の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無
=(無

の場合は委託先機関

当研究に係るCO IIこついての報告・審査の有無 有 ■ 無 亜 (無 の場合はその理由

当研究 に係るCOIに ついての指導 。管理の有無 有 E 無‐■ (有の場合はその内容

(留意事項)

□
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#faz+5ABa
厚生労働大臣 殿

機関名 地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪急性期・総合

所属研究機関長 職 名  総 長

氏 名

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等め

ては以下のとおりです。

■́)い

政策科学総合研 究事業 (政策科学推進研 」艦ヽ
ラ蹂プ1.研究事業名

2.研究課題名 児童虐待 対策にお ける行政・ 戻療・刑事 司 の連携推進のための協同面接 。系統的全身

_膨≧塞ι≧塞整覇L査菫及」墜整

`圭

1二二≧zttLa左鰹菫墨整]三菱二重三二上二重立登壺l窒__________
3.研究者名 (所属部 局・職名 )小児科・ 新牛 帽 高|1計|:lt

(氏名 リ ガ ナ )丸 山  朋子。 フ く7 モ コ)vP'? h

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

んでいる は 、 」にチ ェ ッ

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関
未審査 (※

2)

ヒ トゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ ¬ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 [  □ 」 □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※

3)

■   ■ 東京医科歯科大学 医学部 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
[11  ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   □ ［Ｌ

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告 。審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項)

■

ビ
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機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名
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.   ′ ‐  
・

1  1, 1  - i.  :  t i ‐・ 1.1  .   | |: |:1‐ |   ,1

2.研究課題名 _児童.虚登対策における行政 ■_医歴 刑皇亘法の連携盤:童のための_挽巳直盤・墨饉_的

i    l ‐ 1           ‐ 1■ 11  ・・    |―
‐

3.研究者名 ・||: | |.,il l‐ ..■ l.

`膊

名 oワ l,ガ十ゝ ,・ ||′ ・ ,‐ に シ ヒデ ク

.  ■IⅢ l.:,I■  r.1.

.1   '   r i

る に る

=  
鵬 □ □

.・  ‐
. ■  ・ _ ■ ・ ■. |_    . I  田 □ □

・・ ■    _  ・ ‐ 1‐  ,1  .    ■‐ ・
 ・ 鵬   コ 著 コ

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

~  
理 □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) =  
種 □

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。               ~~~~~~~~~~~
(※ 3)廃止前の 被 学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項日に記入すること。

5,厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について
1

1受講 ■

―   :‐
 .'  1    1:

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分握研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 麟  |   1       1

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 畿  |     .  _11・

当研究に係るCOIに ついての報告 ,審査の有無
'ヽ議

 |‐  ― .  .・

当研究に係るCOIに ついての指導 。管理の有無 ・. :● 纏 ・ |-1  ■

~i‐|{~~~

ユ
｀
、¨

んでい

89




